
様式６－２（市ＨＰ公開用）

事故分類 物損公衆災害 発生日時 工事関係者区分 一次下請

事故区分 その他の物損 性別 ― 年齢 ― 業種区分 建築

被災程度 事故レベル Ⅰ 休業見込日数 ―

工事概要

事故概要

事故原因

改善策

ポリカーボネート庇

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の傘立て

公 共 工 事 等 事 故 情 報

・足場上での作業時に身を乗り出すことを控える。
・足場で作業する際、携帯電話等落下の恐れのある物を所持する場合は、チャックのあるポケットに入
れて閉めて作業する等落下防止対策を徹底する。
・足場から２ｍ程度（隣接建物管理者から了解を得た範囲）を立ち入り禁止区域とする。

事故状況図

改善状況図

令和４年11月28日（月曜日）　15時00分

隣接建物の庇及び傘立ての破損

外壁補修業者が、躯体補修工事の為のサンダー作業を行うにあたり、空中への粉塵飛散を避けるべ
く、足場の頂点から屋上側に養生作業を行っていた。
　その際に、足場頂点から胸下まで身を乗り出し養生作業を行っていたところ、胸ポケットに入れてい
た携帯電話が落下し、下部（隣接建物）のポリカーボネート庇を貫通させ加えてプラスチック製の傘立
てを破損させた。

足場から身を乗り出して養生作業を行ったこと、かつ留め金具のない胸ポケットに携帯電話を入れて
いたため。

外壁改修その他工事

足場から約２ｍの範囲を

立ち入り禁止区域とした

機材等落下防止に

関する注意喚起状況

粉塵の飛散防止のため、足場上部に身を


